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第三者評価結果 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織（共通評価Ⅰ－１～４） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

1 

（Ⅰ-1 理念・基本方針） 

理念・基本方針は法人のホームページや職員ハンドブック、法人案内パンフレット等に明文

化されており、職員、利用者・家族等への周知が図られています。ホームでは職員の入職時

の研修と、事務室の掲示で理念や基本方針を職員に周知しています。日中は利用者が通所先

に出向くため、非常勤職員の勤務時間は朝と夕方以降になっており、会議や研修会への参加

機会が殆どありません。非常勤職員への定期的な周知を課題としています。 

2  
（Ⅰ-2 経営状況の把握） 

社会福祉事業の動向については法人が全体を把握しています。ホームでは地域の各種福祉計

画の策定動向と内容の把握を課題としています。毎月試算表を作成し、福祉サービスのコス

ト分析や、福祉サービス利用者の推移、利用率等の分析等をきめ細かく実施しており、経営

状況や改善すべき課題を把握しています。法人とは改善計画の提出を通じて課題を共有して

います。経営状況については会議で周知していますが、非常勤職員の関心が薄く感じられ、

課題としています。 

3  
（Ⅰ-3 事業計画の策定） 

法人・ホーム共に中・長期の事業計画及び収支計画は確認できませんでした。単年度の事業

計画は、常勤職員等の参画や意見の集約・反映のもとで実行可能な具体的な計画として策定

されています。職員には期のスタートの４月と、９月にホーム会議（職員会議）等で周知さ

れ、家族には例年秋に実施する「親睦会」で周知し、家族から意見・要望を聞いています。

職員個々の意識の差がある為、共通認識を深めることを課題としています。 

4 
（Ⅰ-4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組） 

福祉サービスの内容や方法についてはマニュアル化され、ホーム全体で支援内容を日常的に

チェックしています。また職員は法人で定められた「職員セルフチェックシート」で毎月自

己評価し、サービスの質の向上に取り組んでいます。利用者は、一人ひとりの特性が大きく

異なるため、支援方法については個別に課題を設定する必要があり、毎月のホーム会議等で

改善策を話し合い検討しています。毎月の自己評価の仕組みを今後非常勤職員にも広げるこ

とを課題としています。 

 

Ⅱ 組織の運営管理（共通評価Ⅱ－１～４） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

5 

（Ⅱ-1 管理者の責任とリーダーシップ） 

管理者研修を受講し、現場の利用者支援に積極的に携わっています。自らの役割と責任につ

いての職務分掌等を文章化し、毎月のホーム会議において周知しています。福祉サービスの

向上に意欲を持ち、ホーム独自の「ニヤリホット報告書」を取り入れ、特に事業所運営の要

である非常勤職員が気持ちよく業務にあたれるよう、積極的にコミュニケーションを取って

います。 

6 

（Ⅱ-2 福祉人材の確保・育成） 

求人の募集は法人への要請だけでなく、事業所単位で、写真や様々な情報を掲載し、工夫し

て採用活動を行っています。入職前には５日間の実習を行い、また入職後の研修を通して法

人の基本理念の周知に努めています。有給休暇は時間単位でも取ることができ、職員とは定

期的に個人面談の機会を設け、働きやすい職場作りに努めています。 
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7 

（Ⅱ-3 運営の透明性の確保） 

法人ホームページや冊子に理念や基本方針、提供する福祉サービスの内容が公開されていま

す。玄関ホールには苦情解決制度が掲示されています。今年は２年ぶりに家族との親睦会を

開催しました。家族から、コロナ対策や利用者の日頃の生活や体調の変化についての質問が

多く、「家族の高齢化に伴う対応」の課題等、これから支援する上で、有意義な意見を聞く

ことが出来ました。 

8 

（Ⅱ-4 地域との交流、地域貢献） 

毎年、自治会が開催している納涼会に利用者と出かけ、防災活動に職員が参加するなど、事

業所や利用者の存在を知っていただく機会を作っています。コロナ禍のためここ数年はイベ

ントの自粛が続き、交流の場が途絶えています。利用者と地域との交流を広げるための取組

が課題となっています。 

 

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス（共通評価Ⅲ－１－（１）～（５）） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

9 

（Ⅲ-1-(1)利用者を尊重する姿勢の明示） 

法人の理念、倫理行動綱領やホームの事業計画書等に利用者尊重を明記しています。利用者

の個別能力を汲み取り本人の意思決定を尊重した支援の提供に向けて法人作成のＤＶＤ等も

活用して職員研修を実施しています。利用者一人ひとりの特性に応じた支援マニュアルを策

定・支援し、職員は毎月セルフチェックを行い、支援の振り返りを行っています。プライバ

シー保護については規程・マニュアルを整備し利用者のプライバシーに配慮した福祉サービ

スの提供に努めています。 

10 

（Ⅲ-1-(2)福祉サービスの提供に関する説明と同意(自己決定）） 

福祉サービス開始時は利用希望者の障害特性から、本人との直接の意思疎通が困難なため、

家族等と面談し、福祉サービス内容や料金等が記載された重要事項説明書や、ルビ付き契約

書により内容を説明しています。サービスの変更時には、利用者・家族の同意を得たうえで

内容を書面で残しています。現在は満室の為、パンフレット等の資料を公共施設等に置く等

の活動を停止しています。 

11 

（Ⅲ-1-(3)利用者満足の向上） 

利用者満足に関する調査は、直接利用者から聴取するのが困難なため、家族等とコミュニケ

ーションを取ることで行っています。毎年、所長・常勤管理者・２階利用者担当等が出席

し、親睦会（家族会）を開催しています。会では家族の意向や苦情等を直接聞き取り、利用

者満足の向上に向け具体的な改善に取り組んでいます。コロナ禍の昨年の親睦会は１階利用

者家族、２階利用者家族に分けて、密にならないように配慮して実施しています。 

12 

（Ⅲ-1-(4)利用者が意見等を述べやすい体制の確保） 

苦情解決の体制（苦情責任者・受付担当者の設置、第三者委員の設置）を整備し、重要事項

説明書に記載して契約時に説明しています。玄関ホールには体制を明示した掲示物が掲示さ

れています。家族とは「連絡ノート」や電話で苦情や意見を受けることが多く、受付と解決

内容の記録を適切に保管し、対応策について家族等に必ずフィードバックしています。苦情

の公表はしていません。 

13 

（Ⅲ-1-(5)安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組） 

リスクマネジメント体制を構築し、福祉サービスの質の向上に努めています。事故防止に向

けて、ヒヤリハットを積極的に収集し、要因分析と再発防止に取り組んでいます。水害対策

として洪水時の避難計画書を策定し、市にも提出しています。新型コロナ対策を始めとして

感染症の予防策はガイドラインに沿って対策を実施し、利用者の安全確保に努めています。

職員に対して、安全確保・事故防止に関する研修の実施を課題としています。 
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Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保（共通評価Ⅲ－２－（１）～（３）） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

14 

（Ⅲ-2-(1)提供する福祉サービスの標準的な実施方法の確立） 

基本的な流れは法人共通の手順書を活用しています。またホーム独自の手順書や利用者個人

の特性に合わせた支援マニュアルを作成し共有しています。夜勤者には、「夜勤者チェック

表」を通して支援漏れのないよう努めています。慣れるに従って効率を優先する職員が見受

けらる為、定期的に福祉サービスの振り返りを実施する仕組みづくりを課題としています。 

15 

（Ⅲ-2-(2)適切なアセスメントによる福祉サービス実施計画の策定） 

サービス管理責任者は利用者の基本的な情報をまとめたフェイスシートを作成し、利用者の

希望・課題の把握・日常生活への評価をしたアセスメントを基に、家族・利用者と面談を行

って個別支援計画を作成します。ホーム会議で話し合い、家族に説明して同意をもらいま

す。半年毎に中間評価を行い、支援の見直しをしています。話し合いには通所先の職員も参

加して、通所先での様子を報告し、また毎年家族から提出してもらう「意向調査表」も参考

にしています。 

16 

（Ⅲ-2-(3)福祉サービス実施の適切な記録） 

日誌の記載は夜勤者と日勤者が担当し、記録は法人共有のクラウドサービスを利用していま

す。記録により個別支援計画に基づいてサービスが実施されていることを確認しています。

また、いつもと違う行動など、その時の利用者の状況や反応をケース記録に残しています。

ケース記録は、利用者にとり大切な情報なので、毎月のホーム会議で報告し議論をして情報

の共有を図っています。記録の管理については、個人情報保護規定等を遵守しています。    

 

Ａ-１ 利用者の尊重と権利擁護（内容評価A－１－（１）、（２）） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

17 

（Ａ-1-(1)自己決定の尊重） 

利用者一人ひとりの個性を尊重して、本人の意向を言葉だけでなく表情や素振りで判断し、

利用者の自己決定を尊重した個別支援を行っています。作業所からの帰宅後の飲物の提供で

は、コーヒーはブラック、砂糖入りなど一人ひとりの嗜好に合わせる等利用者本位の支援に

努めています。意思疎通が難しい利用者への支援は、職員側のペースになりがちであるた

め、本人の尊厳を尊重した支援を見つめ直す機会が必要で、課題としています。 

18 

（Ａ-2-(2)権利侵害の防止等） 

法人の基本方針に人権の尊重を掲げ、「職員倫理行動マニュアル」や「職員ハンドブック」

に具体的に分かりやすく記載しています。権利擁護マニュアルに則り、職員は人権擁護のた

めのセルフチェックを毎月行っています。ホームでは支援の実際の場面を通して管理者等が

権利侵害防止の具体例を職員に伝えるとともに、定期的に研修や会議で周知・確認をしてい

ます。利用者に対する呼称や言動に関する配慮、身体拘束への対応等について職員間で理解

し共有をしています。 
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Ａ-２ 生活支援（内容評価A－２－（１）～（８）） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

19 

（Ａ-2-(1)支援の基本） 

利用者の自立した生活を支援することをホームの基本姿勢としています。個別支援計画をも

とに、利用者の障害特性を考慮しながら、一人ひとりがその人らしく生活出来るよう支援し

ています。言葉で自分の思いを伝えられない利用者にはジェスチャーを使い、その様子を観

察し、原因をさぐり、本人の気持ちを理解するようにしています。職員の力量や相性により

発揮される能力に差が生じています。職員間の力量を標準化する取組を課題としています。    

20 

（Ａ-2-(2)日常的な生活支援） 

食事は、朝夕共に栄養バランスを考慮して配食サービスを利用しています。配達後は保温庫

に入れ、温かい食事を提供しています。朝食は一日毎にパン食とご飯を準備しています。食

事は、日常生活において大きな楽しみとなるため、利用者の希望がかなえられるよう業者と

調整しています。入浴は、毎日入ることが出来、同性介助で支援しています。排泄は、利用

者特性に配慮しながら定時誘導しています。   

21 

（Ａ-2-(3)生活環境） 

各居室や共有スペースは毎日清掃を行い衛生保持に努めています。廊下には大きめのソファ

ーが置かれ、利用者がくつろげるスペースとなっています。ホームは住宅街にあり、隣には

畑が広がり静かな環境です。居室環境は利用者の意向を尊重すると共に、夜間、立ちあがり

時に転倒の危険がある利用者には、安全の為、床に布団を敷くなど、一人ひとりの特性に配

慮した配置になっています。入浴リフトの導入により、重度身体障害のある利用者も、毎日

湯船に浸かれるようになり、生活の質の向上につなげています。 

22 

（Ａ-2-(4)機能訓練・生活訓練） 

ご家族の希望で、重度身体障害の利用者は訪問リハビリを受けています。主に拘縮を予防す

るストレッチ、マッサージや歩行訓練を行っています。理学療法士に実施記録を作成しても

らい、訓練の状況を家族や職員にも把握出来るようにしています。機能維持のため、専門職

の指導のもと、日常生活の中でも行える訓練の実施を課題としています。 

23 

（Ａ-2-(5)健康管理・医療的な支援） 

入浴や起床介助など、利用者と接するタイミングで心身の状態把握に努めています。訪問看

護ステーションと契約し、月１回看護師による健康状態の把握や、医療機関の受診の判断を

仰いでいます。体調変化の際は24時間連絡が取れます。利用者はそれぞれのかかりつけ医を

受診しています。薬の管理ができる人には１週間ごとに薬を渡して自己管理してもらい、管

理の難しい人は事務所で預かり、服薬支援をしています。現在、医療的な支援が必要な利用

者はいません。 

24 

（Ａ-2-(6)社会参加、学習支援） 

休日は毎月１回以上、ホームの車両を利用して外出サービスを提供しています。主に利用者

が希望する外食（ハンバーガー、牛丼等）に出かけています。職員体制に余裕がないため、

ガイドヘルパーと調整して外出する機会を提供しています。その際、利用者の興味や関心の

ある事を伝えて満足が得られるように支援しています。毎年、地域の盆踊りや例大祭に出か

け地域住民との交流を図っていましたが、コロナ禍の為、自粛を余儀なくされています。 

25 

（Ａ-2-(7)地域生活への移行と地域生活の支援） 

地域生活への移行については利用者の意思や希望を確認し尊重しています。現在、実家への

帰宅や転居、一人暮らしを希望する利用者はいません。利用者がこのホームにおいて地域生

活を続ける為に、生活意欲を高める支援や、地域の社会資源に関する情報の提供など、利用

者の将来を職員全体で考え続け、快適なホーム生活を継続する取組を課題としています。 
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26 

（Ａ-2-(8)家族等との連携・交流と家族支援） 

週末に実家に帰る利用者は、金曜日に作業所から直接自宅に帰っています。土曜、日曜日と

家族と自宅で過ごして、月曜日の朝直接作業所に通います。帰宅の際は、連絡ノートを介し

て、日常の様子を共有し、家族からの相談はその都度メールか電話で受けています。個別支

援計画のモニタリングで年２回面談を行い、支援状況を伝えています。年１回、家族との

「親睦会」を開催し、家族相互の交流の場としています。 

 

 


